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中津川漁業協同組合定款の一部改正 新旧対照表 

 

定款の一部を以下の通り改正する。 

新 旧 

（総代会） 

第４５条の２ この組合は、総会に代わるべき総代会を設置するものとす

る。 

２ 総代は正組合員でなければならない。 

３ 総代の定数は１００人とし、次の各区ごとにその区に住所（この組合

の地区内に住所を有しない法人にあっては、あらかじめこの組合に届け

出た事務所。以下この条において同じ。）のある正組合員がその地区に

住所のある正組合員の中から選挙するものとする。 

 三 保 東 地区      ５人   三 保 西  地区    ５人 

川  北 地区   ８人   宮  本  地区    ７人 

 両  向 地区   ４人   原  臼 地区    ８人      

細  野  地区      ８人   田  代 地区   １２人 

高  峰  地区  １０人   中  津 地区    ７人     

宮ケ瀬地区     ５人   鳥  屋 地区    ８人 

中 津 南  地区   ５人   厚 木 西 地区    ８人 

 

４ 総代は、附属書総代選挙規程の定めるところにより、正組合員がこれ

を選挙する。 

以下省略 

 

（総代会） 

第４５条の２ この組合は、総会に代わるべき総代会を設置するものと

する。 

２ 総代は正組合員でなければならない。 

３ 総代の定数は８８人とし、次の各区ごとにその区に住所（この組合

の地区内に住所を有しない法人にあっては、あらかじめこの組合に届

け出た事務所。以下この条において同じ。）のある正組合員がその地

区に住所のある正組合員の中から選挙するものとする。 

 川 北地区    ９人   宮 本地区   １２人 

 両 向地区    ５人   原 臼地区    ９人 

 細 野地区   １０人   田 代地区   １５人 

 高 峰地区   １１人   中 津地区    ４人 

 宮ケ瀬地区    ５人   鳥 屋地区    ８人 

 

４ 総代は、附属書総代選挙規程の定めるところにより、正組合員がこ

れを選挙する。 

以下省略 

附則 １ この規程は、行政庁の認可の日（令和  年  月  日）から効力を生じる。 


